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各設問に対して制度のたたき台として一例を提示します

【企業情報】  
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Ⅰ 支援制度への参加意向について 

Ⅱ 制度設計について 

１ 支援対象者について 

     （一例）大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程の新卒・既卒者 

 

 

２ 支援条件について 

①採用時に３０歳未満を対象とする 

②新卒者、既卒者（卒業後、非正規雇用）、県外企業の就業者を対象とする 

③出身地要件は設けず、県内・県外出身者ともに対象とする 

④就業後の居住地要件は設けず、県外居住も可とする 

ただし、就業地は県内のみを対象とする（支援条件） 

⑤県内に就業し、３年経過後に支援額の１／２を、６年経過後に残りの１／２を支援 

⑥県内に本店を有する企業の場合、県外への２年以内の転勤等を可とする（ただし、６年間

の県外就業期間からは除外する。また、県外勤務等が通算２年を超えた場合は支援対象外

とする） 
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３ 対象業種について 

 

４ 返還支援額について 

返還支援額は１人当たり最大１５０万円（返還残高の１／２が上限）、参加企業による選択制 

（例）大学生：１人当たり６０万円、１００万円、１５０万円から選択 

   短大生：１人当たり３０万円、 ５０万円、 ７５万円から選択 

 

５ 支援方法について 

返還額の一部を奨学金貸与機関に直接支払う基金を創設し、県と企業が積立金を折半（本人

支援型）する（県負担１／２、企業負担１／２） 

（例）企業の負担額は返還支援額の１／２ 

大学生：１人当たり３０万円、５０万円、７５万円 

   短大生：１人当たり１５万円、２５万円、３７.５万円 
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６ 企業の採用枠について 

 

 

 

７ その他 

Ⅲ 企業による返還支援について 

 

 

 

 


